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社会福祉の
「基盤」「これまで」「これから」
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本日の主な内容

１ 社会保障制度とは

２ 福祉に関する主な法律

３ 社会福祉の基盤
〇 社会福祉の実施体制、地域福祉法

〇 福祉事務所、社会福祉主事、相談所

〇 社会福祉法人

〇 社会福祉協議会、共同募金会

〇 地域福祉計画、あいち福祉保健医療ビジョン 2026 

４ 地域共生社会に向けた取組
〇 社会や生活の変化(前提の共通)

〇 重層的支援体制整備事業

〇 令和時代の社会保障制度を考える5つの視点



4

1 社会保障制度とは



私たちは1人ひとりが自らの責任と努力
によって生活を営んでいるが、病気やけ
が、老齢や障害、失業などにより、自分
の努力だけでは解決できず、自立した生
活を維持できなくなる場合も往々にして
生じる。
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対応できないリスクに対して、相互に
連帯して支え合い、それでもなお困窮す
る場合には必要な生活保障を行う。

社会保障制度の役割
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50年勧告

1950年（昭和25年）の社会保障制度審議会勧告

① 病気やけが、出産、老齢、障害、失業といった生
活上困難を引き起こしかねない事態に対して、保
険的方法（社会保険）か直接公の負担による方法
（社会扶助）を用いた経済保障で対応すること。

② 現に生活に困窮している者に対しては、国家扶助
（生活保護制度）によって最低限度の生活を保障
すること。

③ ①②の方法と合わせて公衆衛生と社会福祉の向上
を図ること。



7

社会保障と社会福祉

１ 社会保険

医療保険、年金保険、介護保険、雇用保険、

労災保険

２ 社会福祉

高齢者福祉、児童福祉、障害者福祉、

母子・父子・寡婦福祉等

３ 公的扶助

生活保護

４ 保健医療・公衆衛生

保健衛生（感染症予防など）、環境保全

社
会
保
障



【旧来の社会背景】

終身雇用

企業の福利厚生の充実

当時の標準家庭モデル（専業主婦・核家族）

地域や親族のつながり
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【近年の社会情勢】

少子高齢化

就労形態の多様化、雇用慣行の変化

共働き世帯やひとり親家庭の増加

独居世帯の増加
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社会保障給付費の推移
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社会保障制度改革の動向
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社会保障制度に関する近年の動向

社会保障・税一体改革の推進（令和元年10月消費税10％引上げ）

2040年を展望した社会保障・働き方改革（令和2年6月）

第2期まち・ひと・しごと創生総合戦略（令和元年12月）

地方分権改革（令和2年6月 第10次一括法成立）

新たな時代に対応した福祉の提供ビジョン（平成29年9月）

地域包括ケア推進法（平成30年4月～）

生活困窮者自立支援制度の見直し（平成30年6月公布）

地域共生社会の実現のための社会福祉法等の
一部を改正する法律（令和3年4月1日施行等）
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2 福祉に関する主な法律
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社会福祉に関する法律
① 生活保護法(１９４６年)
② 児童福祉法(１９４７年)
③ 身体障害者福祉法(１９４９年)
④ 知的障害者福祉法(１９６０年)
⑤ 老人福祉法(１９６３年)
⑥ 母子及び父子並びに寡婦福祉法(１９６４年)
⑦ 老人保健法(１９８２年)
⑧ 社会福祉法(１９５１年)
⑨ 社会福祉・医療事業団法

ほかにも福祉に関する法律は、
児童手当法、児童虐待防止法、障害者基本法、精神保健福
祉法、発達障害者支援法、障害者総合支援法、介護保険法、
民生委員法等・・・多岐に渡る

福祉三法

福祉六法

福祉八法
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児童福祉六法

① 児童福祉法(１９４７年)

② 児童扶養手当法(１９６１年)

③ 母子及び父子並びに寡婦福祉法(１９６４年)

④ 特別児童扶養手当法(１９６４年)

⑤ 母子保健法(１９６５年)

⑥ 児童手当法(１９７１年)
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3 社会福祉の基盤
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社会福祉の実施体制



社会福祉事業法（1951年）

社会福祉基礎構造改革(1997年～)

社会福祉法（2000年）
社会福祉を目的とする事業の全分野
における共通的基本事項を規定
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社会福祉法
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第一章 総則（第一条―第六条）

第二章 地方社会福祉審議会（第七条―第十三条）

第三章 福祉に関する事務所（第十四条―第十七条）

第四章 社会福祉主事（第十八条・第十九条）

第五章 指導監督及び訓練（第二十条・第二十一条）

第六章 社会福祉法人（第二十二条―第五十九条の三）

第七章 社会福祉事業（第六十条―第七十四条）

第八章 福祉サービスの適切な利用（第七十五条―第八十八条）

第九章 社会福祉事業等に従事する者の確保の促進

（第八十九条―第百六条）

第十章 地域福祉の推進（第百六条の二―第百二十四条）

第十一章 雑則（第百二十五条―第百三十条）

第十二章 罰則（第百三十条の二―第百三十四条）

社会福祉法
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社会福祉の実施体制

女性相談支援センター
・全国で49か所
・相談・カウンセリング・
情報提供
・一時保護
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福祉事務所

（＝§14「福祉に関する事務所」の通称）

【役割】住民の福祉に関する窓口的な行政機関

→社会福祉６法に基づく援護・育成・更生

の措置に関する事務を実施
※県の福祉事務所は生活保護法・児童福祉法・母子及び父子並び

に寡婦福祉法が対象

【設置】都道府県と市に設置が義務付け

町村は任意設置（愛知県では設置なし）

【職員】所長／指導監督者（査察指導員）／現業員

／事務職員等
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社会福祉主事

→福祉事務所に配置

【役割】

主に社会福祉６法に定め
る援護・育成・更生事
務を実施

【資格】

現業員、査察指導員家庭
児童福祉主事等の「任
用資格」

国家資格ではない
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社会福祉の実施体制

女性相談支援センター
・全国で49か所
・相談・カウンセリング・
情報提供
・一時保護



相談所①
身体障害者更生相談所

（身体障害者福祉法第11条）

身体障害者の社会復帰を効果的に進めていくため、専門的判
定を行う機関として設置。
相談所には身体障害者福祉司を置かなければならない。

女性相談支援センター（旧：婦人相談所）
（困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第９条）

・対象女性の立場に立った相談

・一時保護

・医学的、心理的な援助

・自立して生活するための関連制度に関する情報提供等

・居住して保護を受けることができる施設の利用に関する情報提供
23

都道府県に義務設置
（指定都市は任意設置）

都道府県に義務設置
（指定都市は任意設置）



相談所②
児童相談所

（児童福祉法第12条）
児童の福祉に関し

㋐児童及び妊産婦の福祉に関する必要な実情の把握、情報
収集、相談、調査、指導ならびにそれらに付随する業務

㋑家庭等からの専門的な知識および技術を必要とする相談
業務

㋒児童の一時保護、施設入所や里親委託等の措置権
を有する行政機関

知的障害者更生相談所
（知的障害者福祉法第12条）

知的障害者に関する問題について、家族その他からの相談に
応じ、18歳以上の知的障害者の医学的、心理的および機能的判
定を行う機関。

相談所には、知的障害者福祉司を置かなければならない。
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都道府県に義務設置
（指定都市は任意設置）

都道府県・指定都市に義務設置
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社会福祉法人



1951（昭和26）年に社会福祉事業を行うこと
を目的として、社会福祉事業法（現・社会福
祉法）の定めるところにより設立された法人
である。

社会福祉事業に対する社会的信用や事業の健
全性を維持する上で、民法の公益法人に代わ
る新たな法人制度を確立するために創設され
た。

社会福祉法人が行う事業

①社会福祉事業（第一種、第二種）

②公益事業

③収益事業
26

社会福祉法人（§22~59）

②、③ともに、①の社会福祉事業の円滑な
遂行を妨げるおそれがないことが要件
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社会福祉事業（§2、§60~74）

項目 第一種社会福祉事業 第二種社会福祉事業

特徴

入所施設など、利用者への
影響が大きく、経営安定を
通じた利用者の保護の必要
性が高い事業

在宅サービスなど、比較的
利用者への影響が小さいた
め、公的規制の必要性が低
い事業

経営
主体

国・地方公共団体・社会福
祉法人が原則

経営主体の制限はない
（ただし、届出が必要）

例

特別養護老人ホーム／乳児
院／児童養護施設／障害者
支援施設等

老人居宅介護等・デイサー
ビス・短期入所事業／保育
所／放課後児童健全育成事
業／障害福祉サービス事業
等
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第一種社会福祉事業（§2）

根拠法 施設・事業

生活保護法
救護施設、更生施設、宿所提供施設、生活
困窮者に助葬を行う事業

児童福祉法
乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、
障害児入所施設、児童心理治療施設、児童
自立支援施設

老人福祉法
特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽
費老人ホーム

障害者総合支援法 障害者支援施設
困難な問題を抱える女性へ
の支援に関する法律 女性自立支援施設

その他
授産施設、生計困難者に対して無利子又は
低利で資金を融通する事業
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第二種社会福祉事業(抄)

根拠法 施設・事業

児童福祉法
保育所、幼保連携型認定こども園、放課後
児童健全育成事業、乳児家庭全戸訪問事業、
障害児通所支援事業など

母子及び父子並び
に寡婦福祉法

母子家庭等日常生活支援事業など

老人福祉法
デイサービス事業、認知症対応型老人共同
生活援助事業、小規模多機能型居宅介護事
業など

障害者総合支援法
障害福祉サービス事業、移動支援事業、一
般及び特定相談事業など



社会福祉法人を設立するためには、所轄庁に
申請し、認可を受けることが必要である。

設立の認可後、登記し、法人として成立する。
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社会福祉法人の設立

主たる事務所 事業を行う場所 所轄庁

原則 法人の主たる事務所の所在地の都道府県知事

例
外

A市だけで事業を行う法人 Ａ市 Ａ市 Ａ市の市長

2以上の市町村で事業を
行う法人

指定都市
同じ都道府県内
の2以上の市町村

指定都市の長

指定都市以外 都道府県知事

【社会福祉法人の所轄庁】



１．組 織

社会福祉法人の役員は、6名以上の理事及び2名以上の監事で構成等すること。理

事には、①社会福祉事業の経営に関する識見を有する者、②当該社会福祉法人が行
う事業の区域における福祉に関する実情に通じている者、③当該社会福祉法人が施
設を設置している場合にあっては、当該施設の管理者が含まれなければならない。
監事には①社会福祉事業につい識見を有する者、②財務管理について識見を有する
者が含まれなければならない。
社会福祉法人の評議員は、社会福祉法人の適正な運営に必要な識見を有する者の

うちから選任することとされており、評議員の数は、定款で定めた理事の員数を超
える数でなければならない。
また、関係行政庁の職員や、実際に法人運営に参画できない者を名目的に選任す

ることは適当ではなく、親族等の特殊な関係にある者の選任についても制限されて
いる。
さらに、一定規模以上の法人は会計監査人を設置しなければならない。
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社会福祉法人の設立要件①
社会福祉法人を設立するに当たっては、主に以下の要件を満たす必要がある。



2．資 産

基本財産として、社会福祉事業を行うために必要な土地、建物等の資産を用意

すること。
その他財産として、法人設立時に年間事業費の12分の1以上（一部介護保険法等

に係る事業を主とする法人は12分の2以上が望ましい。）に相当する額を、現金、
預金等で準備すること。

3．事 業
社会福祉事業のほか、公益事業及び収益事業を行うことができる。

公益事業とは、公益を目的とする事業で社会福祉事業以外の事業（社会福祉と全
く関係のないものを行うことは認められない。）をいい、具体的には居宅介護支援
事業、介護老人保健施設、有料老人ホームを経営する事業等であること。
収益事業とは、その収益を法人が行う社会福祉事業又は公益事業の財源に充てる

ために行われる事業で、法人所有の不動産を活用して行う貸ビル、駐車場売店の経
営等であること。
公益事業及び収益事業は、ともに本来事業である社会福祉事業に対し従たる地位

にあること。
また、その用に供する財産は、基本財産、その他財産とは明確に分離して管理す

ること。
32

社会福祉法人の設立要件②



4．情報開示
毎年6月末日までに、次に掲げる書類を作成し、所轄庁へ届け出なければならない。

・計算書類等（計算書類（貸借対照表、事業活動計算書及び資金収支計算書を
いう。以下 同じ。）及び事業報告並びにその附属明細書、監査報告

（会計監査人設置法人は、会計監査報告を含む。））
・財産目録等（財産目録、役員等名簿、報酬等の支給の基準を記載した書類
及び事業の概要等を記載した書類）

そして、上記書類と定款を各事務所に備えておき、正当な理由がある場合を除い
て、これらを外部の閲覧に供しなければならない。
また、定款、計算書類、役員等名簿、報酬等の支給の基準を記載した書類、現況

報告書については、インターネットを活用し、公表しなければならない。

5．設立の相談
設立の際は、各都道府県、市（特別区を含む）の社会福祉法人担当部局に相談す

ること。

6．その他
施設長の資格

社会福祉施設の施設長は、厚生労働省令及び旧厚生省令、昭和47年「社会福祉法
人の経営する社会福祉施設の長について（局長通知）」に規定する適格者でなけれ
ばならない。
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社会福祉法人の設立要件③



34

社会福祉協議会・共同募金会
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社会福祉協議会（§109～111）

○社会福祉協議会・・・次の事業を行い地域福祉の推進を図る団体

・ 市町村社会福祉協議会
社会福祉を目的とする事業の企画・実施、住民参加援助、調査、普及、宣伝等

・ 都道府県社会福祉協議会
上記に関連し広域的見地から行う事業、人材養成・研修、経営指導等

社会福祉協議会 法制化 参加者
関係行政庁の職
員の役員規定

都道府県
社会福祉協議会

1951年
市町村社会福祉協議会の過半数、社
会福祉事業・更生保護事業経営者の
過半数

あり

市町村
社会福祉協議会

1983年
社会福祉事業・更生保護事業経営者
の過半数

あり

【社会福祉協議会の規定】
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福祉サービスの適切な利用（§75～88）

福祉サービスの利用者が、適切かつ円滑にサービスを利用できるよ
う、サービス提供者・国・地方公共団体・都道府県社会福祉協議会等
の役割を規定

○ 福祉サービス利用援助事業（§２－３⑫）

＜実施主体＞都道府県・指定都市社会福祉協議会（一部委託可）

 認知症高齢者・知的障害者・精神障害者など判断能力が十分でない
方のために福祉サービスを利用する際の援助などを実施

福祉サービスに関する情報提供や助言、必要な手続き、利用料の支
払いに関する支援、日常的金銭管理等

○ 運営適正化委員会 （都道府県社会福祉協議会に設置）

 福祉サービス利用者からの苦情の解決に関する相談解決のあっせん
を図る。
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共同募金（§112～124）

○共同募金会

 社会福祉法人 愛知県共同募金会

共同募金事業（※）を行うことを目的に設立された
社会福祉法人
※ 都道府県を単位に、毎年一回、厚生労働大臣の定める期間内に
行う寄付金募集（第一種社会福祉事業）
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地域福祉計画
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市町村地域福祉計画（§107）

 市町村の努力義務
 各福祉分野が共通して取り組むべき事項を記載する

いわば福祉分野の「上位計画」

 地域福祉の推進に関する事項として、以下の事項を一
体的に定める計画

【盛り込むべき事項】
① 高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共

通して取り組むべき事項
② 福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項
③ 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項
④ 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項

⑤地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される
体制の整備に関する事項

改正



あいち福祉保健医療ビジョン 2026
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愛知県では、福祉・保健・医療施策全体の方向性を示す基本指針となる「あいち
福祉保健医療ビジョン2026」を2021年3月に策定。
今後は、本ビジョンに基づき、福祉・保健・医療分野の各個別計画と一体となっ

て、様々な取組を推進。

1 策定趣旨
福祉・保健・医療施策全般にわたる包括的な視点に立ち、各分野におけ

る様々な取組を進めていく上で共通して必要となる考え方や主要な施策の
方向性を示す。
2 ビジョンの性格と位置づけ
・福祉・保健・医療施策全体の方向性を示す基本指針とする。
・各分野の個別計画の上位計画、分野横断的・重点的な取組の方向性
を示す。

・社会福祉法第108条に基づく「都道府県地域福祉支援計画」として
位置付ける。

3 計画期間
2021年度から2026年度まで（6年間）
※いわゆる「団塊ジュニア世代」が全て高齢者（65歳以上）となる2040年頃を展望

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/fukushi-somu/vision2026.html
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4 地域共生社会に向けた取組
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社会や生活の変化
(前提の共有)
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〈共同体機能の脆弱化〉
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• 地域のつながりが弱くなり支え合いの力が低下す
るとともに、未婚化が進行するなど家族機能が低
下

• 経済情勢の変化やグローバル化により、いわゆる
日本型雇用慣行が大きく変化血縁、地縁、社縁
という、日本の社会保障制度の基礎となってきた
「共同体」の機能の脆弱化
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人口構造の変化



県内市町村の高齢化率
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少子社会の現状



＜人口減による担い手の不足＞
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• 人口減少が本格化し、あらゆる分野で地域社会の
担い手が減少しており、例えば、近年大規模な災
害が多発する中で災害時の支援ニーズへの対応に
おいても課題となるなど、地域社会の持続そのも
のへの懸念が生まれている

• また、高齢者、障害者、生活困窮者などは、社会
参加の機会に恵まれておらず、孤立し、支援の手
がつながっていかないという実情が今あります。



日本の福祉制度の変遷

日本の社会保障は、人生において典型的と考えら
れるリスクや課題を想定し、その解決を目的とし
て、それぞれ現金給付や福祉サービス等を含む現
物給付を行うという基本的なアプローチの下で、
公的な保障の量的な拡大と質的な発展を実現して
きた。

これにより、生活保障やセーフティネットの機能
は大きく進展し、社会福祉の分野では、生活保護、
高齢者介護、障害福祉、児童福祉など、属性別や
対象者のリスク別の制度が発展し、専門的支援が
提供されるようになった。
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日本の福祉制度の現在の状況

その一方で、個人や世帯が抱える生きづら
さやリスクが複雑化・多様化している。

これらの課題は、誰にでも起こりうる社会
的なリスクと言えるが、個別性が極めて高
く、対象者別の各制度の下での支援の実践
において対応に苦慮している。
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社会的な孤独・孤立、ダブルケア、ヤング
ケアラー、いわゆる8050、孤独死、など

共通の基盤
本人を中心として「伴走する」意識



制度・分野ごとの「縦割り」や「支える
側」「支えられる側」という従来の関係を超
えて、地域や一人ひとりの人生の多様性を前
提とし、人と人、人と社会がつながり支え合
う取組が生まれやすいような環境を整える新
たなアプローチが求められている。
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地域共生社会の実現に向けた取組
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出典：厚生労働省



61出典：厚生労働省
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出典：厚生労働省



63出典：厚生労働省



64出典：厚生労働省



65出典：厚生労働省
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令和４年度活用予定市…岡崎市、春日井市、豊田市、稲沢市、東海市、大府市、知多市、豊明市、長久手市、東浦町

出典：厚生労働省
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おわりに
令和時代の社会保障制度を考える5つの視点

新たなつながり
・

支え合い

人生100年時代

担い手不足
・

人口検減少

機能の強化

持続可能性の強化
（サービス提供面）＋ 財政面

社会保障制度改革

デジタル・トランス
フォーメーション

（ＤＸ）

経済・財政
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ご清聴ありがとうございました


